
新潟市議会だより編集要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、新潟市議会の広報に関する要綱第１４条の規定により、議会だよ

りの編集について必要な事項を定めるものとする。 

（編集の基本方針） 

第２条 議会だよりは、定例会及び臨時会における議会活動の内容の記事を中心に紙面

を構成し、市民の生活に関係の深い事項や具体的に進展のあった事項等を重点的に取

り上げ、市民にとって親しみやすいものとなるよう紙面構成面で工夫し、記事の公正

中立を期することを基本方針として編集するものとする。 

（規格） 

第３条 議会だよりの規格は、次のとおりとする。 

 （１） 版  型   タブロイド版 

 （２） ページ数   ４ページ 

（３） 紙  質   新潟市グリーン調達推進方針の判断基準を満たす印刷用紙 

２  前項第２号の規定について、議長が必要と認めたときは、６ページまで変更する

ことができる。 

（掲載事項の基準） 

第４条 議会だよりの記事の掲載基準は、次のとおりとする。  

 （１） 定例会及び臨時会に関する事項 

     上程された議案に関連する見出しと審議経過の要約 

 （２） 代表・一般質問と答弁の要旨 

  ア 代表質問 

    （ア） 氏名・会派名ともに記載する。 

    （イ） １問１答式で要旨を掲載 

  イ 一般質問 

    （ア） 氏名・会派ともに記載する 

    （イ） １問１答式で、同系等のものは整理し、要旨を掲載 

 （３） 常任・特別委員会の審査に関する事項 

     各委員会の委員長報告からの抜枠を掲載 

 （４） 意見書及び決議等に関する事項  

     可決した意見書、決議の要旨を掲載 

 （５） 請願・陳情に関する事項 

      採択された項目を掲載 

 （６） 議会の構成及び人事等に関する事項 

     議会で選挙又は議決された次の人事については役職・氏名を掲載 

  ア 議会 



    （ア） 議長及び副議長 

    （イ） 常任・特別委員会の正副委員長及び委員 

    （ウ） 議会選出の監査委員 

    （エ） 議会運営委員会の正副委員長及び委員 

    （オ） 一部事務組合議会の議員 

  イ 執行部 

    （ア） 副市長 

   （イ） 教育長 

 （７） 議決結果及び議会日誌に関する事項 

 （８） その他発行目的を達成するために必要な事項 

   議会用語や議会の仕組み、傍聴のお知らせなどを適宜掲載 

 （その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、議会だよりの編集に関して必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定めるものとする。 

附 則 

この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１３年３月２１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成１７年３月１７日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年１２月１８日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１９年７月６日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１９年９月２６日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年３月１７日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２２年５月１０日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 



 この要領は、令和６年７月３日から施行する。 


